
岩手県告示第277号 

 フェリーターミナル条例（平成30年岩手県条例第37号。以下「条例」という。）第９条第２項の規定により、宮古港フェリータ

ーミナルの利用料金を次のとおり承認した。 

  令和元年９月17日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 条例第４条第１項の規定による許可を受けた場合の利用料金 

区 分 単 位 利用料金 

人道橋 １日までごとに 15,971円 

事務室 １月までごとに１平方メートルまでごとに 3,948円 

会議室 １時間までごとに 1,660円 

２ 利用料金の適用年月日 

  令和元年10月１日 
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